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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
李
在
明
氏
の
慰
安
婦
問
題
補
償
要
求
公
約
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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問
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お
尋
ね
の
「
い
か
な
る
名
目
で
あ
れ
、
慰
安
婦
問
題
に
係
る
「
補
償
」
の
支
払
い
を
断
固
拒
否
す
べ
き
」
の
具
体
的
に
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
参
議
院
議
員
神
谷
宗
幣
君
提
出
歴
史
認
識
に
関
わ
る
我
が
国
の
政
策
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
令
和
六
年
二
月
六
日
内
閣
参
質
二
一
三
第
四
号
）
一
の
１
に
つ
い
て
の
前
段
で
述
べ
た
と
お
り
、

慰
安
婦
問
題
を
含
め
、
大
韓
民
国
と
の
間
に
お
け
る
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決

並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
四
十
年
条
約
第
二
十
七
号
）
第
二
条
１
に
お
い
て
、

「
両
締
約
国
は
、
両
締
約
国
及
び
そ
の
国
民
（
法
人
を
含
む
。
）
の
財
産
、
権
利
及
び
利
益
並
び
に
両
締
約
国
及
び
そ
の
国
民

の
間
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
が
・
・
・
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
こ
と
を
確
認
」
し
て
い
る
。 


